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要　　約

　本稿では，1875 年から 1937 年の日本の軍人恩給制度を特に陸軍の受給者数や給付額といった基

本的な数値とともに検討し，軍人恩給が軍人とその遺族の生活をどのように支えたのかを具体的に

評価した。

　戦前日本の軍人恩給制度は 1875 年に傷痍した陸軍軍人ないしその遺族への扶助から始まった。

1876 年の陸軍恩給令から定年恩給である普通恩給が開始され，重度の傷病程度の軍人に対して終

身で支給される増加恩給，各種の有期恩給，遺族に支払われる扶助料といったその後の軍人恩給法

と恩給法につながる制度の原型ができあがった。しかし，明治期後期から急激な物価上昇を伴った

第一次世界大戦期にかけて，退役軍人やその遺族が受け取った実質恩給額は減少し続けた。

　以上のことが社会問題化するなかで，政府は 1917 年から 1922 年にかけて再度軍人恩給法を改正

し，1923 年に現代まで続く恩給法を制定した。これにより，恩給を受給する陸軍軍人とその遺族

の人数はあまり増加しなかったものの，彼ら・彼女らが受け取る実質恩給額は 1920 年前後から 32

年にかけて，また，特に下士官や兵およびその遺族のものほど大幅に増加した。金銭面からみて，

1920 年代および昭和恐慌期に恩給を受給していた軍人やその遺族の生活はそれ以前の時期に比べ

て質的に改善された。

　ただし，恩給の急激な増加は財政への圧迫につながった。また陸軍においても，軍人が受け取る

各種恩給の最低額は退職時の階級で決まったために，退職直前の軍人を昇進させてその受給額を上

乗せする慣行が存在した。1933 年の恩給法改正の目的は普通恩給の受給権獲得に必要な服役最低

年限を延ばし，さらに上記の慣行の実施を制限することで，恩給の財政への負担を軽減することで

あった。結果的に，1933 年の改正はこの目的をある程度達成した。また，この期間に恩給を受給

していた軍人とその遺族は，金銭面からみて，1920 年代から 1930 年代初頭と同程度の生活水準を

維持していた。

JEL分類：N3，N4

キーワード：軍人恩給法，恩給法，普通恩給，増加恩給，実質恩給額
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表
1　
陸
軍
恩
給
の
推
移

はじめに

本稿の目的は，1875 年から 1937 年の日本の
軍人恩給制度を特に陸軍の受給者数や給付額と
いった基本的な数値とともに検討し，軍人恩給
が軍人とその遺族の生活をどのように支えたの
かを具体的に評価することである。
戦前および戦時中の軍部に関する研究につい
ては，特に第一次世界大戦後に明確になる総力
戦体制の構築を政府や軍部がどのように推進し
たのか，という視点からの研究が豊富に存在
する 1。軍隊や軍人またその遺族についての研究
も，代表的なものだけでも，大部分の軍人に
とってその入り口となった徴兵制の考察を通し
て，近代国家としての日本の特質と国家の強制
力がどのようなものであったかを明らかにしよ
うとした研究 2，戦前および戦時期の日本の軍隊
を，同時代の国民によるその組織に対する認
識にまで言及しながら検討した研究 3，日中戦争
期から占領期の遺族に焦点を当てた研究 4など，
様々な視点からなされた数多くの研究が存在す
る。
しかし，管見の限りではあるが，昭和恐慌期
の除隊兵の失業問題とそれへの対応に関する研
究や 1938 年に設立された恩給金庫の設立過程
に関する研究 5 を除いて，戦前の軍人やその遺
族の生活を直接支えた「カネ」に関する歴史研

1 非常に多くの研究があるが，ここでは代表的なもの
として，纐纈厚（2010）『総力戦体制研究―日本陸軍
の国家総動員構想―』社会評論社，を挙げておく。

2 加藤陽子（1996）『徴兵制と近代日本―1868-1945―』
吉川弘文館。

3 例えば，吉田裕（2002）『日本の軍隊―兵士たちの近
代史―』岩波書店。

4 一ノ瀬俊也（2005）『銃後の社会史―戦死者と遺族―』
吉川弘文館。

5 昭和恐慌期の除隊兵と失業問題およびその対応策に
ついては，加瀬和俊（1992，1993）「兵役と失業―
昭和恐慌期における対応策の性格―（1）（2）」東京
大学社会科学研究所編『社会科学研究』第 44 巻第 3
号・第 4号。恩給制度の展開と恩給金庫の設立過程
については，渋谷隆一（1990）「恩給制度の展開と恩
給金庫」『地方金融史研究』第 21 号。

究は非常に少ない。本稿では，明治期以後退役
軍人やその遺族の生活を直接支えた軍人恩給は
どのようなきっかけで制度として誕生し，どの
ような理由からいかなる方針で改正されたの
か，その改正によって受給人数や給付金額はど
のように変化したのかを具体的に把握したい。
これは，戦前および戦時期の一般的な日本国民
が自分たちの生活と密接に関係していた軍隊を
どのように認識していたのかを新たな視点から
明らかにするための第一次接近になり得よう。
なお，制度に関する記述は主に総理府恩給局編
（1964）『恩給制度史』に依拠しており，より詳
細な内容を記述する場合に注を付けた 6。

1．軍人恩給法以前の陸軍恩給

表 1は陸軍恩給の受給人数と受給金額を年表
とともに示したものである。日本陸軍の恩給制
度は 1875 年 4 月公布の「陸軍武官傷痍扶助及
ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則」（以下，
「明治 8年扶助概則」）から始まり，翌年 10 月
にこの概則が廃止されて陸軍恩給令が公布さ
れ，さらに 1883 年 10 月にこの法令を全面的に
改正した陸軍恩給令が改めて公布された。
「明治 8年扶助概則」は戦闘または公務中の
傷痍によって退職を余儀なくされた者に対する
終身の増加恩給ないし一時金の傷病賜金，戦闘
または公務で死亡した軍人の遺族に対する扶助
料に関する法令であった。ただし，終身の定年
恩給である普通恩給の規程や，恩給受給者が死
んだ場合に妻などがその受給権を引き継ぐ規程

6 『恩給制度史』および総理府恩給局編（1975）『恩給
百年』は恩給関連法の成立過程とその改正を時系列
に整理した優れた文献である。ただし文献の性格上，
成立した法律やその改正後の内容に関する記述が中
心で，それらの内容が確定する過程でなされた議論
についての記述は相対的に少ない。本稿も制度につ
いては成立した法律およびその改正後の内容の概観
にとどまっており，確定した内容に至るまでの紆余
曲折は検討していない。この点については別稿を準
備したい。
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の
『
陸
軍
省
統
計
年
報
』
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
，
数
値
が
捕
捉
で
き
な
い
。
本
表
以
下
の
各
表
に
お
い
て
も
同
じ
。
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頁
。
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推
移
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はまだ入っていなかった。これらの規程が入っ
たのは 1876 年の陸軍恩給令からであった。
1876 年 10 月に制度的により整った陸軍恩給
令が公布された。この法令によって階級別の定
年が定まり，下士官と兵は 35 歳，准士官以上
の階級は 45 歳から 60 歳で定年を迎えることに
なった。その上で，准士官以上の階級の軍人
は 25 年，下士官と兵は 15 年以上の服役で普通
恩給の受給権を得ることになった 7。増加恩給額
は傷病の程度によって 3段階に分かれ，最重症
の場合，准士官以上であれば各階級の最上限普
通恩給額の 1 .2 倍，下士官以下であれば同じく
1 .3 倍が給付された。その他に，傷病の程度が
低いために増加恩給は受けられないが，戦闘ま
たは公務中の傷病によって現役復帰のめどが立
たない准士官以上の者，あるいは服役できず生
活が成り立たなくなった下士官以下の者に対し
て，各階級の最下限普通恩給額が傷病賜金とし
て支払われた。扶助料は第 1番目に妻が，第 2
番目に 20 歳未満の男女孤児が受け取ることに
なっていた 8。ここでは妻に対する扶助料をみて
おくと，第 1に，戦闘または公務中の傷病で死
亡した軍人の妻は夫の階級で受け取る最上限の
普通恩給の半額を受け取った。第 2に，すでに
恩給を受けていた，または受ける権利を持つ夫
が死亡した場合，その妻は夫の階級で受け取る
最上級の普通恩給の 4分の 1の金額を受け取っ
た。普通恩給や妻などに対する扶助料のほか
に，陸軍恩給令は准士官以上については 15 年
以上 25 年未満の服役によって給付される「罷
役後恩給」や，11 年以上 15 年未満の服役で服
役期間の半期間給付される「罷役俸」を定めて
いた 9。また，下士官以下についても，服役が9
7 『恩給制度史』，31-32 頁。ただし，定年以上であっ
ても留任が許された。また，定年に至らなくても傷
病によって退職を許される場合があった。

8 そのほか，戦死または公務中に死亡した未婚軍人の
父母や兄弟姉妹に対する一時金としての扶助料も規
定されていた（『恩給制度史』，36 頁）。

9 『恩給制度史』，34 頁。「罷役後恩給」や「罷役俸」
の受給権は本人限りで，妻などはそれらの受給権を

年以上で，服役中の傷病によって現役復帰のめ
どが立たず，生活扶助が必要と認められた場合
に 2年間限定で本人に支払われる「罷役恤金」
を定めていた。
1883 年 9 月に再び陸軍恩給令が公布され
た 10。この法令では，普通恩給の受給権を得る
ための最低服役期間が准士官以上の 25 年およ
び下士官以下の 15 年以上から，両方ともに 11
年以上に短縮された。その上で，准士官以上，
下士官以下ともに各階級の定年まで服役した
者，あるいは戦闘または公務中の傷病によって
退役せざるを得ない者，下士官以下に限り服役
満期まで勤めて退役した者も普通恩給を受け
た。退職に相当する傷病の程度は准士官以上で
「一肢以上ノ用ヲ失ヒ或ハ之ヲ失フニ等シト認
ムル」程度，下士官以下で「永久健康ヲ妨害シ
全ク兵役ニ堪ヘ」 11 ない程度であり，これらが
陸軍に認められた者は最低服役期間未満であっ
ても普通恩給を受けることができた。また，上
記した傷病程度以上の傷病が認められた者は普
通恩給に加えて増加恩給を受け取った 12。妻に
対する扶助料は前の陸軍恩給令と同じく，夫が
戦闘または公務で死亡した妻は，すでに夫が恩
給を受けている，または受給権を得て死亡した
妻の 2倍の扶助料を受け取った。また扶助料に
関する新たな規程として，軍人が死亡したとき

本人の死後に引き継ぐことができなかった。
10 『恩給制度史』，37頁。同時に海軍恩給令も公布され，
これによって陸海軍の恩給は形式，内容ともにほぼ
統一されることになった。

11 『恩給制度史』，資料，406 頁，陸軍恩給令第 2章「恩
給及ヒ増加」第 10 条（退職恩給），第 11 条（免除恩
給）。なお，准士官以上で示した傷病程度は次に述べ
る増加恩給が規定した傷病程度の基準のもっとも軽
症と同じである。

12 『恩給制度史』，資料，407 頁，陸軍恩給令第 2章「恩
給及ヒ増加」第 19 条（負傷増加恩給）。増加恩給の
傷病程度の基準は内容でみて 3段階に分かれ，さら
に各段階で重症と軽症の 2段階に分かれた。内容の
区分でもっとも重症は「両目ヲ盲シ或ハ二肢ヲ亡ス
ル」，次に「一肢ヲ亡シ或ハ全ク二肢ノ用ヲ失フニ至
ル」，もっとも軽症は准士官以上が服役期間未満で普
通恩給の受給権を得る程度と同じである。
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に扶助料を受けるべき妻や子がおらず，軍人の
給料によって生活をしていた父母または祖父母
が他に頼る子孫なく残された場合に，彼ら・彼
女らは扶助料を受給できるようになった。その
他に，まだ普通恩給の受給権を得ないうちに戦
闘および戦地または公務中の傷病によって除隊
し，その傷病が増加恩給を得る程度に至らない
下士官以下の者は一時金として階級に応じた賑
恤金を，また，下士官以上の軍人が現役中に死
亡し，または 5年以上勤続したのちに除隊して
恩給や扶助料が給付されない場合に，その遺族
や本人は一時金として階級に応じた給助金を受
け取ることになった 13。
表 1 の 1875 年から 1890 年の人数と金額は陸

軍を含めた恩給受給総人数と総額だが，その大
部分が陸軍によるものである。人数は 1877 年
の西南の役以後急増して 1888 年に 3400 人を超
え，また金額は 36 万 3000 円となり，一般会計
歳出に対する割合は 0 .4 ％であった。

2．軍人恩給法の制定および改正と陸軍恩給

（1）軍人恩給法の制定と明治30・40年代の改正
1890 年 6 月，1923 年に恩給法が制定される
まで陸軍恩給の基本法となった軍人恩給法が公
布された。ただし，制定時の内容は前節でみた
1883 年の陸軍恩給令と大差なく，下士官以上
に給される給助金の受給条件が，陸軍恩給令の
「五年以上勤続キノ後罷役或ハ免官トナリ恩給
若クハ扶助料ヲ賜ハラサル者」から「現役四年
以上十一年未満ニシテ現役ヲ離レ退職恩給，免
除恩給ヲ受ケサル者」へと 1年引き下げられた
ことが目立つ程度であった 14。
しかしその後，軍人恩給法は次節でみる恩給
法が制定されるまでに 1902 年から 1917 年にか
13 『恩給制度史』，資料，410 頁，第 7章「賑恤金」第
49 条，第 8章「給助金」第 51 条。

14 同上（「陸軍恩給令」第 8章「給助金」第 51 条），
『恩給制度史』，資料，427 頁（「軍人恩給法」第 3章
「賑恤金給助金」第 16 条）。

けて 8回改正されており，このうちの 6回が軍
人およびその遺族の恩給額を引き上げるもの
であった。ここでは明治 30・40 年代の改正で
主なものをみておこう。1902 年 4 月の改正で
は，扶助料の設定が従来の公務死と平病死の 2
段階から新たに戦死または戦闘による負傷死を
加えたものになり，公務死と平病死に対する扶
助料額は従来通り，戦死または戦闘による負傷
死に対する扶助料額は前者よりも一段階高額な
ものになった。1904 年 4 月の改正では，増加
恩給の設定が戦闘による傷病と普通公務の傷病
の 2段階となり，普通公務の傷病による増加恩
給額が従来の増加恩給と同額で，新たに一段階
高額な戦闘による傷病の増加恩給が設定され
た。また，下級者の増加恩給の増額，下士官以
下の普通恩給，扶助料，給助金の増額，賑恤金
を傷病の原因別に分けた上での増額が実施され
た。その他に，扶助料や一時扶助料を受けるた
めの妻，父母，祖父母，兄弟姉妹の要件が若干
緩和された 15。1906 年 4 月の改正では，普通恩
給の最上限額を引き上げるとともに，増加恩給
についてこれまでもっとも重症だった第 1項症
の上に特別項症を設け，各階級の第 1項症の額
にさらにその 10 分の 6以内を上乗せすること
を定めた。また，下士官以下で普通恩給を受け
る権利を持ち，かつ賑恤金の受給に該当する傷
病を持つ者に対して普通恩給と賑恤金の併給を
認めた 16。1910 年 4 月の改正で恩給や扶助料の
請求権消滅時効の期間が 3年から 7年に延長さ
れた。1911 年 4 月の改正により，陸海軍准士
官で最高の俸給を受けていた者は高等官 8等，
つまり最下位の奏任官の普通恩給を得ることに
なった。扶助料について，軍人の死因が戦死ま
たは戦傷死の場合は死没軍人が受けるべき恩給
の満額，公務傷病死の場合は同じく 3分の 2の
額，平病死の場合は 3分の 1の額となった。ま
た，恩給額が全体的に増額された。
15 『恩給制度史』，85 頁。
16 同上。ただし，賑恤金の最高額は引き下げられた。
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（2）受給人員と金額の推移
表 1によると，軍人恩給法が制定された
1890 年から 1910 年にかけて恩給を受給する
陸軍軍人およびその遺族の人数と金額が急
増する。この要因は 1894・95 年の日清戦争
と 1904・05 年の日露戦争であり，1892 年か
ら 1896 年では人数で 3 .6 倍，金額で 2 .7 倍，
1902 年から 1906 年では人数で 4 .9 倍，金額で
5 .5 倍の増加である。人数を階級別にみると，
1892 年から 1910 年において一貫して高いのは
下士官以下の軍人である判任官と兵であり，こ
の 2階級で 80 ％から 90 ％以上を占める。この
期間の全恩給受給人数の 70 ％から 80 ％が陸軍
軍人とその遺族であり，その 80 ％から 90 ％が
下士官以下の軍人とその遺族だったのである。
金額を階級別にみると，1892 年から 1902 年ま
では佐尉官にあたる奏任官の構成比が 50 ％前
後を占めるが，日露戦争を境に下士官以下の構
成比が 70 ％に上昇する。日清・日露戦争を経
て恩給総額に占める陸軍恩給の割合が上昇する
なかで，やはり下士官以下の軍人とその遺族に
対する恩給が増加したのである。
終身恩給つまり普通恩給，増加恩給，扶助料
の受給人数を示した表 2によると 17，1892 年か
ら 1912 年における終身恩給の受給者の構成比
は，日清戦争から日露戦争の時期における扶助
料受給者の急上昇を除いて，普通恩給受給者と
扶助料受給者とでそれぞれ 50 ％程度となって
いる。ただし，必ず普通恩給と併給される増加
恩給受給者は日清戦争と日露戦争ではっきりと
増加し，普通恩給受給者の 20 ％前後を占めた。
階級別の構成比でみると，1892 年の普通恩
給受給者の 83 ％が奏任官と判任官，15 ％が兵
であるが，日清戦争と日露戦争を経た 1912 年
には兵が普通恩給受給者の過半数となってい

17 陸軍省編『陸軍省統計年報』で軍人恩給法の給助金
と賑恤金の受給人数と金額が捕捉できるのは 1892 年
から 1900 年までと 1912 年以降であるため，本項で
は主に終身恩給を検討する。

る。他方，1892 年から 1912 年の増加恩給受給
者は兵が常に 80 ％強を占める。階級が兵の職
業軍人が日清戦争および日露戦争の従軍で負傷
して増加恩給と普通恩給を受けた場合ももちろ
んあろうが，壮丁男子が召集で両戦争のいずれ
か，または両方に従軍した結果負傷して増加恩
給と普通恩給の併給を受けた場合も相当数含ん
でいたと考えられる。扶助料における兵の構成
比も日清戦争を境に急上昇して 80 ％を超える。
日清戦争と日露戦争において壮丁男子の大規模
な召集がなされたことを念頭に置くと，ここで
の兵の遺族に対する扶助料は平病死によるもの
よりも戦傷病死によるものがより多かったと推
測できる。
終身恩給の平均受給額を示した表 3による

と，明治 30・40 年代の軍人恩給法の増額改正
を経た 1912 年において，普通恩給は勅任官の
1619 円から兵の 52 円，普通恩給を含めた増加
恩給は同じく 1890 円から 82 円，扶助料は 504
円から 42 円となっている。どの恩給において
も，特に 1904 年と 1906 年の改正を経て判任官
と兵およびその遺族の平均受給額が増加してお
り，このことは 1894 年から 1937 年の各種終身
恩給の 2年ごとの増加率を示した表 4からも確
認できる。ただし，1912 年の普通恩給と増加
恩給を同年の男子職工の平均年収，扶助料につ
いては受け取る主体が妻や孤児，父母または祖
父母であることを考慮して女子職工の平均年収
と比較すると，普通恩給額は判任官で男子職工
の平均年収の 52 ％，兵で 32 ％，増加恩給額は
判任官で 80 ％，兵で 51 ％，扶助料額は判任官
の遺族で女子職工の平均年収の 83 ％，兵の遺
族で 54 ％であった。普通恩給受給者は普通恩
給を受給しながら就業することも可能であった
が，基本的に健常者と同等の就業が難しかった
思われる増加恩給受給者や主たる働き手を失っ
た遺族にとって 18，上記の金額は不十分なもの
18 ただし，恩給法案を審議する衆議院恩給法案特別委
員会において当時の内閣恩給局長入江貫一（在任期
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September 2014 － 95 －戦前期日本の軍人恩給制度

であっただろう。また，表 4に掲載した各期
間の各種恩給の平均増加率をみると，1894 年

間は 1920 年 4 月から 1923 年 4 月）が述べているよ
うに，一旦傷病程度が認定されて増加恩給を受けて
いる者が実はその後回復して健常者と同様に就業し
ている事例も多くあり，これが国民の「アア云フ者
ニ国ノ金ヲ与ヘテ置クノハ不都合デハナイカ」とい
う不満につながっていた（『恩給制度史』，122 頁）。

から 1912 年の消費者物価指数の平均増加率は
9％であったが，判任官の遺族に対する扶助料
を除いて，この期間の階級別でみた各種恩給の
平均増加率は消費者物価指数のそれ未満であっ
た。普通恩給，増加恩給，扶助料の金額は軍人
恩給法の改正で増加したが，その増加は支出額
の上昇に見合っておらず，結果的に軍人および

●　対前年増加率
CPI 普通 増加 扶助

勅任 奏任 判任 兵 合計 勅任 奏任 判任 兵 合計 勅任 奏任 判任 兵 合計
年 % % % % % % % % % % % % % % % %
1894 4 1 3 3 0 2 1 6 2 0 3 -50 0 2 1 -3
1896 20 -2 0 0 1 -5 15 1 -1 1 -5 27 21 117 10 -41
1898 21 2 -2 0 1 -11 16 2 -1 0 -9 -6 2 -29 0 -10
1900 6 3 -2 0 1 -11 2 -1 0 0 -10 -4 0 -2 0 2
1902 2 9 -4 0 0 3 2 -4 0 0 3 4 6 3 3 5
1906 14 7 -10 25 35 -31 5 -2 48 55 -17 8 52 59 40 35
1908 7 2 -3 4 2 1 3 -2 4 4 3 -1 -3 -4 -1 -2
1910 -4 1 0 1 0 4 1 0 1 0 3 0 -4 -2 -1 0
1912 13 14 6 1 1 5 9 6 1 1 4 14 -1 9 1 2
1914 -5 7 5 3 1 7 6 3 2 1 5 7 -1 -1 0 1
1916 1 2 2 2 1 4 1 1 2 0 3 5 0 -1 1 2
1918 65 3 3 3 4 7 8 7 4 4 6 3 -2 5 2 3
1920 39 46 79 122 119 103 47 75 115 109 100 69 98 119 127 123
1922 -10 -8 0 6 7 16 0 6 19 40 -4 -11 -2 -4 0 0
1924 0 26 38 31 36 41 22 49 91 117 107 96 75 54 36 53
1926 -3 0 -2 0 0 6 0 3 0 0 0 -6 -12 -9 6 1
1928 -5 1 -1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 -3 -1 1
1930 -12 0 0 0 0 3 -1 1 0 0 0 0 -1 -2 -2 1
1932 -11 -1 0 0 0 3 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 2
1934 5 0 0 0 0 3 -2 -1 0 0 0 2 1 2 1 4
1935 2 0 0 0 0 1  -1 0 0 0 0 0 -1 -1 1
1936 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 1
1937 8 0 0 0 0 2  -1 -1 0 -1 0 0 0 0 1

●　期間別平均増加率
CPI 普通 増加 扶助

勅任 奏任 判任 兵 合計 勅任 奏任 判任 兵 合計 勅任 奏任 判任 兵 合計
期間 % % % % % % % % % % % % % % % %

1894 -1912 9 4 -1 4 5 -5 6 1 6 7 -3 -1 8 17 6 -1
1912 -1922 17 11 16 23 22 24 12 16 24 26 19 15 15 21 22 22
1922 -1932 -7 3 6 6 7 12 4 10 18 26 17 13 10 6 6 10
1932 -1937 1 0 0 0 0 2 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 2
注 1． 対前年増加率は 1906 年が 1902 年から 1906 年の増加率，それ以外の年は 2年前から当該年にかけての増加率。
　　　期間別平均増加率は各期間の対前年増加率の数値を平均したもの。
出所　 『陸軍省統計年報』各年，消費者物価指数は大川一司（ほか）編（1967）『物価（長期経済統計 8）』東洋経済新報

社，135 -136 頁。

表 4　終身恩給平均受給増加率
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その遺族が受け取る実質恩給額は減少したので
ある。

3．1917 年から 1922 年の法改正および恩給法
の制定と陸軍恩給

（1）1917年から1922年の法改正と恩給法の制定
1914 年 7 月のオーストリアのセルビアに対
する宣戦布告によって始まった第一次世界大戦
は日本に未曽有の好景気をもたらしたが，一方
で需給ギャップの拡大と大幅な通貨供給量の増
加による急激なインフレーションを伴い 19，こ
れにより退役軍人およびその遺族の実質恩給額
はさらに低下した。この状況のなかで，政府は
個別に存在した文官，軍人，教育職員，警察監
獄職員，宮内職員の恩給制度を内容的に統一
し，より整備されたものにした上で実質恩給額
の増加を図りたいと考えていた。しかし，法整
備に巨額の経費がかかることと，従来規定の改
廃がすでに受給している者と今後受給する可能
性のある者におよぼす利害関係の調整を困難に
することから，政府はなかなか成案を得ること
ができなかった 20。だが，実質恩給額のさらな
る低下が社会問題化したために，政府は早急に
恩給制度を抜本的に見直し，実質恩給額の改善
を図らねばならなくなった。
第一次大戦中の 1917 年 7 月に軍人恩給法が

改正された。この改正では新たに「戦闘ニ準ス
ヘキ公務」を認め，この場合の増加恩給ないし
扶助料の年額および賑恤金の金額が戦闘による
ものと同額になった。さらにこの法律の施行に
より，すでに給付されている増加恩給が増額さ
れた。また，普通恩給は 1922 年 1 月までの期
間で，扶助料は 1920 年 1 月までの期間で，そ
れぞれ財政の状況を勘案しつつ，特に下士官以

19 浜野潔・井奥成彦・中村宗悦・岸田真・永江雅和・
牛島利明（2009）『日本経済史 1600-2000　歴史に読
む現代』慶應義塾大学出版会，157 頁。

20 『恩給制度史』，113-114 頁。

下のものから順に増額された 21。
1920 年 7 月には「恩給扶助料等ノ増加ニ関
スル件」が，1922 年 3 月には「増加恩給等ノ
増額ニ関スル件」が公布された。前者の目的は
すでに発生している各種恩給および扶助料を
1920 年 8 月から全面的に増額することであり，
軍人とその遺族については，年額が中将相当官
の 20 ％から下士官以下および相当官の 100 ％
の割合で増額された 22。後者はもともと臨時立
法であったが，結果的に 1923 年の恩給法制定
まで効力を持った法律であり，1922 年 3 月末
現在にすでに増加恩給を受けている者または 4
月以降に受けることになる者に対して，本来の
年額に各人の傷病の原因と程度に応じて，第 1
項症 170-180 円から第 6項症 40-50 円を加え
て支給することを定めたものであった 23。
1923 年 4 月に公布された恩給法によって，

それまで個々に存在していた各公務員の恩給制
度は 1つの法律に統一され，軍人およびその遺
族に対する恩給もこの法律によることになっ
た。恩給の種類は終身が普通恩給，増加恩給，
扶助料，一時金が傷病賜金，一時恩給，一時扶
助料であり，終身の各種恩給を受けるための要
件は基本的に軍人恩給法の規定と同じであっ
た。一時金についてみると，傷病賜金は軍人恩
給法の賑恤金，一時恩給は同じく給助金に相当
するものであった。一時扶助料は，普通恩給の
受給権を持って死亡した軍人に扶助料を受ける
べき遺族がなく，未成年または不具廃疾で頼る
者もなく生計の立たない兄弟姉妹が存在した場
合に彼ら・彼女らに給付され，あるいは，在職
中に死亡し，もしその時点で退職していれば一
時恩給の受給権を持っていた軍人の遺族に給付

21 『恩給制度史』，86 頁。
22 『恩給制度史』，110-111 頁。この法律によって，名
誉進級したにもかかわらず進級前の階級の恩給ない
し扶助料を受けていた軍人およびその遺族は 1920 年
7 月から名誉進級後の階級に対応した恩給ないし扶
助料に増額されることになった。

23 『恩給制度史』，111-112 頁。
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された 24。
ただし，終身の各種恩給は給付金額が大幅に
上昇し，有期恩給は給付を受けるための要件が
緩和された。この点を簡単に確認しておこう。
軍人恩給法制定時における兵の普通恩給の最低
年額は 36 円であったが，恩給法では 150 円に
なった 25。増加恩給は先にみた1904年 4月の改
正時において，戦闘による傷痍（以下，「甲」
号）で第 1項症の程度が認められた兵は年額
50 円が，普通公務による傷痍（以下，「乙」号）
で同程度の場合は 35 円が給付されたが 26，恩
給法では，「甲」号でもっとも低い第 6項症が
認められた兵は年額 300 円，「乙」号の場合は
240円を受けることになった 27。傷病賜金では傷
病の原因，第 1款症から第 10 款症に区分され
た傷病の程度，階級に対応した金額を示す表が
作られ，例えば，傷病程度で中程度の第 5款症
が認定された兵はその原因が「甲」号であれ
ば 900 円，「乙」号であれば 720 円を受け取っ
た 28。一時恩給においても階級と在職年に対応
した金額を示す表が作られ，軍人恩給法では 4
年以上からであった受給開始条件が 1年以上に

24 『恩給制度史』，136 頁。
25 『恩給制度史』，80 頁，『同』，資料，480-481 頁。
26 『恩給制度史』，84 頁。軍人恩給法の第 1項症は「陸
軍軍人傷痍疾病恩給等差例」によれば（1）不具廃疾
で常に介護が必要である，（2）咀嚼と言語機能を両
方失っている，（2）内臓機能に重大な損傷を抱えて
いる，であった（『同』，資料，440 頁）。

27 『恩給制度史』，資料，483，490 頁。第 6項症は（1）
首または体幹の運動機能を大きく損ねている，（2）1
メートル離れると片側の目が視力検査表の 0 .1 の項
目を判別できない，（3）片手の第 1および第 2指を
失っている，（4）片足の全趾を失っている，であっ
た。

28 『恩給制度史』，資料，484，491 頁。第 1款症は（1）
片側睾丸を失っている，片目が視力検査表の指標0 .1
を 2 メートル以上離れて判別できない，（3）片耳の
聴力を完全に失っている，（4）片手の親指を完全に
失っている，第 10 款症の主な傷病程度は（1）片足
の第 3趾から第 5趾のうちの 1趾が機能しない，で
あり，第 5款症は（1）片側の目の視力が 0 .1 未満で
ある，（2）片手の中指が機能しない，（3）片足の第
2趾が機能しない，であった。

短縮された 29。

（2）恩給受給軍人および遺族の生活の質的改善
表 1から 1914 年から 1932 年の陸軍恩給の推
移をみておくと，受給人数は 19 万人から 18 万
人前後に緩やかに減少し，その結果，全受給者
数に占める陸軍の割合も 1914 年の 75 ％から
1932年の48％まで低下する。階級別にみると，
受給人数が減少するなかで特に兵およびその遺
族の受給人数が減少しており，判任官以上の軍
人とその遺族の受給人数は増加したことが確認
できる。一方，受給人数と対照的に，陸軍軍人
とその遺族が受け取った恩給額は年を追うごと
に増加して 1914 年の 1526 万円から 1932 年の
6572 万円になり，1930 年ごろには一般会計支
出の 3％から 4％を占めるようになった。階級
別にみると，やはり兵とその遺族に対する給付
の構成比が低下し，判任官以上の軍人とその遺
族に対する給付の構成比が上昇している。ただ
し，兵とその遺族に対する給付の絶対額は特に
1914 年から 1924 年にかけて大幅に上昇してい
る。1917 年から 1922 年の法改正と恩給法は，
軍人またはその遺族の受給者数を増やす方向で
はなく，彼ら・彼女らの恩給受給額を増やす方
向に機能したのである。
表 2から 1914 年から 1932 年の終身恩給の人
数をみると，普通恩給受給者の構成比は上昇傾
向を示して 50 ％から 55 ％，一方の扶助料受給
者のそれは 50 ％から 45 ％に低下する。また，
増加恩給受給者は日露戦争後の 1906 年の 26 ％
から低下するものの，普通恩給受給者の 15 ％
程度を占める。各種恩給の階級別の構成比をみ
ると，普通恩給の構成比は，日露戦争直後に急
上昇した兵の構成比が年々低下し，1932 年に
は奏任官，判任官，兵でほぼ同比率になる。た
だし，増加恩給はやはり兵の構成比が圧倒的に
高く，また扶助料についても，奏任官と判任官

29 『恩給制度史』，135 頁。



大　阪　大　学　経　済　学 Vol.64 No.2－ 98 －
人
数

階
級
別
構
成
比

構
成
比

傷
病
賜
金

一
時
恩
給

一時
扶助
料

傷
病
賜
金
一
時
恩
給

一時
扶助
料

合
計

勅
任

奏
任

判
任

兵
合
計

勅
任

奏
任

判
任

兵
合
計

勅
任

奏
任

判
任

兵
合
計

年
人

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
19
12

72
4

21
78

0
10
0

0.
0

0.
0

2
98

10
0

0.
2

20
80

0.
0

10
0

0.
0

0.
0

10
0

0.
0

10
0

19
14

10
70

14
86

0
10
0

0.
0

0.
0

3
97

10
0

0.
1

10
89

0.
0

10
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0

10
0

19
16

10
41

19
81

 
10
0

0.
0

0.
0

5
95

10
0

0.
5

14
86

0.
0

10
0

 
 

 
 

 
19
18

71
9

11
89

 
10
0

0.
0

0.
0

1
99

10
0

0.
6

18
82

0.
0

10
0

 
 

 
 

 
19
20

12
64

8
92

1
10
0

0.
0

0.
0

21
79

10
0

0.
2

16
83

0.
0

10
0

0.
0

14
0.
0

86
10
0

19
22

66
0

25
74

1
10
0

0.
0

0.
0

5
95

10
0

0.
2

31
69

0.
0

10
0

0.
0

20
0.
0

80
10
0

19
24

17
86

10
84

6
10
0

0.
0

0.
0

4
96

10
0

0.
2

22
77

0.
0

10
0

0.
0

52
45

3.
0

10
0

19
26

88
1

10
86

5
10
0

0.
0

0.
0

6
94

10
0

0.
1

7
93

0.
0

10
0

0.
0

33
67

0.
0

10
0

19
28

96
2

15
80

5
10
0

0.
0

0.
0

3
97

10
0

0.
0

3
97

0.
0

10
0

0.
0

42
58

0.
0

10
0

19
30

17
70

6
92

2
10
0

0.
0

0.
0

6
94

10
0

0.
0

6
94

0.
0

10
0

0.
0

29
71

0.
0

10
0

19
32

86
1

11
85

3
10
0

0.
0

0.
0

6
94

10
0

0.
0

2
98

0.
0

10
0

0.
0

34
66

0.
0

10
0

19
34

91
7

49
47

4
10
0

0.
0

0.
0

11
89

10
0

0.
0

3
97

0.
0

10
0

0.
0

41
59

0.
0

10
0

19
35

12
63

43
54

3
10
0

0.
0

0.
0

11
89

10
0

0.
0

12
88

0.
0

10
0

0.
0

35
65

0.
0

10
0

19
36

10
33

38
58

4
10
0

0.
0

0.
0

9
91

10
0

0.
0

8
92

0.
0

10
0

0.
0

39
61

0.
0

10
0

19
37

10
98

63
32

5
10
0

0.
0

0.
0

3
97

10
0

0.
0

4
96

0.
0

10
0

0.
0

27
73

0.
0

10
0

注
1．
各
年
人
数
は
当
該
年
中
の
各
恩
給
受
給
者
数
。

出
所
　『
陸
軍
省
統
計
年
報
』
各
年
。

表
5　
有
期
限
恩
給
人
数

傷
病
賜
金

一
時
恩
給

一
時
扶
助
料

職
工
平
均
年
収

勅
任

奏
任

判
任

兵
合
計

勅
任

奏
任

判
任

兵
合
計

勅
任

奏
任

判
任

兵
合
計

男
子

女
子

年
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

19
12

 
 

19
2

91
93

14
40

31
8

98
 

14
5

 
 

12
8

 
12
8

16
2

78
19
14

 
 

14
9

93
95

14
40

30
4

98
 

12
1

 
 

 
76

76
16
2

81
19
16

 
 

24
3

11
5

12
2

13
95

30
1

98
 

13
3

 
 

 
 

 
17
4

84
19
18

 
 

19
2

10
6

10
7

12
60

29
2

98
 

14
0

 
 

 
 

 
30
6

14
7

19
20

 
 

10
9

12
8

12
4

14
49

33
6

97
 

13
8

 
12
0

 
13
4

13
2

54
3

25
5

19
22

 
 

39
7

21
7

22
7

16
38

56
3

19
2

 
31
1

 
10
9

 
71

79
63
9

27
9

19
24

 
 

43
9

36
7

37
0

13
25

40
1

34
2

 
35
7

 
69
6

34
1

25
5

52
1

63
0

26
7

19
26

 
 

10
03

81
0

82
2

27
09

79
2

37
3

 
40
5

 
10
08

34
5

 
56
1

63
6

27
3

19
28

 
 

82
5

87
6

87
4

 
69
9

30
8

 
31
9

 
82
7

51
8

 
64
7

65
7

25
5

19
30

 
 

96
8

87
3

87
9

 
24
2

20
6

 
20
9

 
96
7

37
4

 
54
9

61
5

21
3

19
32

 
 

10
67

84
5

85
9

 
46
0

31
1

 
31
3

 
94
9

42
2

 
60
3

58
2

18
3

19
34

 
 

11
90

95
2

97
8

 
66
6

39
1

 
39
8

 
11
96

42
6

 
73
8

60
6

18
3

19
35

 
 

10
46

80
2

82
8

 
23
1

30
2

 
29
3

 
12
66

49
4

 
76
6

59
4

18
6

19
36

 
 

10
51

68
8

72
2

 
29
2

30
9

 
30
8

 
11
76

46
9

 
74
8

58
5

18
9

19
37

 
 

10
66

57
4

58
9

 
45
2

40
1

 
40
3

 
36
1

58
6

 
52
5

61
2

20
4

注
1．
男
子
お
よ
び
女
子
職
工
の
平
均
年
収
の
算
出
方
法
は
表
3
と
同
じ
。

出
所
　『
陸
軍
省
統
計
年
報
』
各
年
，
男
子
お
よ
び
女
子
職
工
の
平
均
年
収
は
大
川
一
司
（
ほ
か
）
編
（
19
67
）『
物
価
（
長
期
経
済
統
計
8）
』
東
洋
経
済
新
報
社
， 
24
7
頁
か
ら
算
出
。

表
6　
有
期
恩
給
平
均
受
給
額



September 2014 － 99 －戦前期日本の軍人恩給制度

の比率も上昇するものの，やはり兵の遺族が過
半を占める。第一次世界大戦の時期から 1930
年代初頭にかけて，増加恩給と扶助料について
は日露戦争のインパクトは非常に大きかったの
である。
1912 年から 1932 年の有期恩給の人数を表 5
からみておくと，有期恩給受給者の 10 ％，年
によっては 20 ％前後が下士官以下に給付され
る傷病賜金の受給者，70 ％から 80 ％が下士官
以上に給付される一時恩給の受給者，5％前後
が一時扶助金の受給者である。階級別に各有期
恩給の受給者をみると，傷病賜金の受給者の大
半は兵であり，一時恩給の受給者の大半は判任
官となっている。一時扶助料の受給者は，年に
より変動が大きいが，1914年から22年を除き，
奏任官または判任官の遺族であった。
次に，表 3によって 1914 年から 1932 年の
各種終身恩給の平均受給額を，表 6によって
1912 年から 1932 年の各種有期恩給の平均受給
額をみておこう。終身恩給をみると，1917 年
から 1922 年の改正と恩給法の制定を経て，ど
の階級のどの恩給においても大幅な増額があっ
たことがわかる。これは先に表 4で示した各
種終身恩給の平均増加率の特に 1920 年と 1924
年の対前年増加率からも確認できる。この結
果，例えば 1926 年の兵の普通恩給平均受給額
は 1914 年の 3 .3 倍，同じく増加恩給は 6 .6 倍，
扶助料は 3 .4 倍となり，1926 年の兵の普通恩
給は同年の男子職工平均年収の 28 ％，増加恩
給は同じく 86 ％，1926 年の兵の遺族に対する
扶助料額は同年の女子職工平均年収の 52 ％と
なった。特に増加恩給が大幅に改善したのであ
る。有期恩給を傷病賜金からみると，1912 年
から 1922 年の判任官と兵の平均受給額はとも
に，判任官における数年の例外を除き，各年の
男子職工平均年収未満であったが，恩給法施行
後の 1926 年以降判任官と兵の平均受給額は男
子職工平均年収を常に 200 円から 500 円程度
上回った。判任官の一時恩給の平均受給額は，

1918 年から 1922 年の期間を除き，各年の男子
職工平均年収の 50 ％前後であった。判任官と
兵の一時扶助料の平均受給額は年によって変動
が大きいが，特に判任官のものでみると，1924
年以降常に女子職工平均年収を上回った。
改めて表 4で 1912 年から 1922 年と 1922 年

から 1932 年の各種終身恩給の平均増加率をみ
ると，1912 年から 1922 年については，特に判
任官と兵の各種終身恩給の平均増加率が消費者
物価指数の平均増加率であった 17 ％を 4％ポ
イントから 9％ポイント上回った。1922 年か
ら 1932 年については，消費者物価指数の平均
増加率が－ 7％であったところ，各階級の普
通恩給の平均増加率はそれを 10 ％ポイントか
ら 14%ポイント､ 扶助料は 13 ％ポイントから
20 ％ポイント，増加恩給については 11 ％ポイ
ントから 33 ％ポイントと大幅に上回った。ま
た，普通恩給と増加恩給については，特に判任
官と兵の平均増加率が高かったことを指摘して
おきたい。1917 年から 1922 年の法改正と恩給
法の制定を経て，軍人とその遺族が受け取る実
質恩給額は全体的に上昇したのであり，1920
年前後から 1932 年にかけて，特に判任官以下
の軍人およびその遺族の生活は金銭面でみて質
的に改善したと判断できる。

4．恩給の問題点の顕在化と1933年の恩給法改正

（1）恩給の問題点と改正に向けた動き
前節でみたように，1917 年からの法改正と
1923 年の恩給法の制定によって，軍人とその
遺族に対する名目および実質の恩給額は大幅に
増加した。しかしこれは，恩給制度がなんらか
の形で改正されない限り，恩給が常に財政上の
大きな問題となり続けることを意味した。すで
に恩給法案が審議されていたときから，例えば
議員からは

「今日ノ恩給ノ年限ハ聊カ短キニ過ギル，斯様
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ニシテ恩給ガ年々増加スルコトニナリマスレ
バ，結局ハ恩給ノ為ニ国家ノ歳入ノ余程多キ部
分ヲ振向ケナケレバナラヌト云フ結果ニナリマ
ス，遂ニ或ハ歳入ノ一割若クハ一割五分ニモ達
スルト云フヤウニナリハシナイカト思フ，現ニ
斯様ニ増額致シマスト云フト，年々一億ノ金ガ
此恩給ノ為ニ費サレルコトニナル，斯様ニシテ
ハ，到底国民ガ堪ヘル所デナイカラ，年限ヲ延
長スルノ意志ナキヤ，例ヘバ文官ハ今日十五年
デアリマス，ソレデ恩給ニ達スルノデアリマ
ス，之ヲ二十年ニ延長スルト云フコトハ出来ナ
イカ，武官モ同様，又警察官モ同様デアリマ
ス，是モ相当ノ年限ノ延長ハ出来ナイノデアル
カト云フ質問ガアリマシタガ，……」 30

というように，各公務員の恩給受給権の獲得最
低年限を延長して，将来の財政における恩給の
負担を下げるべきだとの意見も多く出されてい
た。また，上記の引用文中にある「歳入ノ一割
若クハ一割五分ニモ達スル…」は決して誇張で
はなく，表 1からもわかるように，恩給法制
定前年の 1922 年で恩給総額は一般歳出の 5％
を占め，1930 年には実際に 9％まで上昇した。
恩給法が施行される直前の 1923 年 9 月の関東
大震災があり，その復興に巨額の国費が必要と
なる状況とも重なり，世間では 1920 年代後半
から年々増加し続ける恩給が財政を破たんさせ
るという「恩給亡国論」が出てくるようになっ
た。これらのことから，政府は財政負担の軽減
につながる施策も含めて，恩給制度の改正を検
討し始めた。
1926年に次いで1928年に 31，内閣総理大臣で

あった田中義一を会長とする行政制度審議会に
おいて恩給制度が審議された。この審議会は恩

30 『恩給制度史』，138 頁，高橋光威（こうえ）衆議院
恩給法案委員長の本会議における委員会審議の経過
及び結果報告の一部。

31 1926 年にも若槻礼次郎内閣のもとで恩給法改正案が
審議されたが，成案には至らなかった（『恩給制度
史』，139 頁）。

給制度の改正に関して要領を議決し，同年 10
月に「恩給制度改正要領」（報告書第 8号）を
政府に提出した。その内容で主なものをみてお
きたい 32。第 1 は，各公務員が普通恩給の受給
権を獲得するための最低年限の延長であり，軍
人については 15 年以上とされた。第 2は，法
改正後に一時恩給を受けその後公務員に再就職
して普通恩給を受けるようになった者に，毎期
支給される普通恩給額の 1割以内をすでに受給
した一時恩給金額に達するまで控除する方法
によって，一時恩給の返済を義務付けた。第 3
は，扶助料の場合を除き，年金恩給と他の所得
の合算額が 1万円を超える場合，その超過額
を年金恩給額から控除することであった。第 4
は，ある程度の期間ごとに，恩給受給権がある
か否かを調査することであった。
1929 年に，浜口雄幸内閣は陸軍大臣を会長
とする兵役義務者及廃兵待遇審議会において，
軍人及びその遺族の恩給制度についても議論さ
せた 33。この審議会は1930年 12月に答申した。
そのなかに恩給制度に関するものも含まれてお
り，重要なものとしては，増加恩給受給者に比
べて遅れている一時賜金受給者の待遇改善で
あった。具体的には，一時賜金受給者の現在の
傷病程度を再度審査した上で，症状が重い者に
は増加恩給を，症状がこれに次ぐ者には普通恩
給を併給しない新たな年金を，症状が軽い者に
は一時金を給付することであった。その他に，
戦傷病によって廃疾になったが，諸事情で恩給
受給の手続きを取らなかったいわゆる「無償廃
兵」と呼ばれる者に対して，事情が明らかに
なった場合に，傷病程度の審査の上で相当の一
時金を支払うことなどがあった。
1931 年に，若槻礼次郎内閣は内閣総理大臣
を会長とする臨時行政財政審議会を設置し，恩
給制度の改正を審議した。この審議会は，政府

32 以下，「恩給制度改正要領」の内容は『恩給制度史』，
139-140 頁。

33 以下，この答申の内容は『恩給制度史』，140-142 頁。
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が緊縮財政方針のもとで実施した在職公務員の
大幅減俸に対処する方針も盛り込んで同年 8月
に審査結果を答申した。これまでの要領や答申
と重なるものもあるが，1931 年のこの答申は
次にみる 1933 年の改正の基礎となったので，
その内容を軍人に関するものについてみておき
たい 34。第 1 に，普通恩給の受給権獲得のため
の最低服役年限の延長であり，准士官以上が
11 年から 16 年とする。ただし下士官以下は，
「其ノ服役年限ニ制限アルコト，優良下士ヲ得
ルノ困難アル等ノ事情ヲ斟酌シ」 35，11年に据え
置く。第 2に，普通恩給額の計算方法の変更で
ある。准士官以上の軍人は最低服役年限での最
低普通恩給年額を各階級の基礎俸給の 150 分の
50 とし，在職年が 16 年を超える場合は超過年
に基礎俸給の 150 分の 1を乗じた額を最低普通
恩給年額に加える。また，下士官以下の軍人の
ように最低服役年限が 16 年未満の場合は，満
たない年数分に同じく各階級の基礎俸給の 150
分の 1を乗じた額を最低普通恩給年額から差し
引く。第 3に，普通恩給とその他の所得を合わ
せて年間 1万円以上の所得がある者について，
普通恩給および増加恩給からその超過分を減額
する。ただし，扶助料については減額しない。
第 4に，以前に有期恩給を受け，その後再度軍
人または他の公務員として復職して普通恩給を
受けるようになった者について，普通恩給から
控除する形でその有期恩給の全額またはある程
度の額を返還させる。第 5に，植民地在勤加算
を減額する。第 6は，在職中の准士官以上の軍
人に関して，法改正前後で異なってくる服役年
の通算方法と，通算による服役年に見合った普
通恩給額の給付についてである。服役年の通算
方法については，法改正後の服役年に法改正前
の服役年としてその年数に 11 分の 16（1 .45）

34 以下，この答申の内容は『恩給制度史』，142-145 頁。
35 1931 年 8 月答申の「恩給改正要綱説明」中の「（一）
年金恩給ノ基礎要件タル在職年数ノ延長」（『恩給制
度史』，146 頁）。

を乗じた数値を加えることになった。法改正後
に在職中の准士官以上の軍人はこの方法で算出
された服役年に相当する恩給を受け取ることに
なった。第 7に，退職時の昇給の制限について
である。これは恩給法のもとでは退職時の俸給
が恩給額算出の基礎となることから，「退職間
際ニ至リ一級乃至甚シキハ数級ヲ昇給セシメ之
カ為恩給額ハ一割乃至数割ノ増大ヲ来スコト少
カラス」 36，これは「退職前ノ実際ノ生活程度ニ
比例シテ恩給ヲ給與スルノ精神ニ合致セサルノ
ミナラス，昇給認可ノ寛大ナル官庁，転補スヘ
キ官職多キ部局ニ偏倚シテ行ハレ，不公平ヲ免
レサル実状」 37 となっていたためであり，退職
時に行う昇給は原則として 1階級に止めること
とした。

（2）1933 年の恩給法改正と結果
1932 年，斉藤実内閣は先にみた 1931 年の答
申を基礎に実現可能な改正案を作成し，1933
年 2 月に改正案を議会に提出した。この法案が
同年 3月に衆議院と貴族院を通過した結果，4
月に改正恩給法が公布され，10 月から施行さ
れることになった。この改正による恩給制度の
主な変化を軍人に関するものについてみておき
たい。
第 1に，常に問題になっていた普通恩給の受
給権獲得の最低服役年限が延長され，准士官以
上は改正前の 11 年から 13 年に，下士官以下は
同じく 12 年になった。先にみた 1931 年の答申
内容と比べると，准士官以上は 3年の短縮，一
方，下士官以下は 1年の延長となった。また一
時恩給や一時扶助料についても，受給権獲得の
最低服役年限がこれまでの 1年から 3年に延長
された。第 2に，退職直前の昇進による恩給額
の水増しを抑制する方法を定めた。これによ
り，全公務員の恩給額算出の基礎は退職時の俸

36 同上「恩給改正要綱説明」中の「（十一）基礎俸給ノ
制度」（『恩給制度史』，154 頁）。

37 同上。
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給から退職前 1年間の俸給総額になった。軍人
の場合，各階級の最低服役年限での退職により
受けられる普通恩給額の 3倍を仮定俸給年額と
し，原則的に過去 2年以上昇進しておらず，退
職年に 1階級昇進した者についてのみ，退職直
前の昇進による恩給額の増加が認められること
になった。第 3に，一時金である傷病賜金の傷
病程度の第 1款症から第 4款症に該当し，かつ
永続性が認められる傷病を持つ下士官以下の軍
人に対して新たな傷病恩給を制定した 38。これ
は 1930 年末の答申を受けたものであった。第
4に，いったん一時恩給を受けて退職し，軍人
ないし他の公務員に再就職して普通恩給を受け
るようになった者に対する一時恩給の返還方法
を定めた。第 5に，若年者の普通恩給の減額を
定めた。これは「非常ニ年令ガ若クテ，十分ニ
働ケルノニ，普通ト同ジ恩給ヲ受ケテ居ルト云
フコトハ少シ良過ギルトモ考ヘラレマス」 39 と
いうことから，35 歳未満の者は普通恩給年額
の 6分の 1，40 歳未満の者は 8分の 1が減額
されることになった。ただし，増加恩給や傷病
年金を伴う場合の減額はなかった。第 6に，恩
給年額が 1000 円を超えており，かつ他の所得
と合わせて年間 6000 円以上の所得がある者に
対する恩給支給額が減額された。第 7に，従来
軍人には課せられていなかった恩給納金が開始
され，下士官以上の軍人は毎月の俸給の 1％を
国庫に納めることになった。第 8に，服役加算
の規定が整理され，第 9に，2年に 1回恩給受
給者はその権利の適否を調査されることになっ
た。
1933 年から 1937 年の陸軍の恩給受給人数と

金額を表 1で確認しておこう。受給総数に占め
る割合は 1932 年から 1937 年にかけて低下する

38 なお，新しい傷病恩給の制定により，一時金である
傷病賜金はこれまでの第 5款症から第 10 款症の内
容を第 1目症から第 6目症として示すようになった
（『恩給制度史』，資料，515-516 頁）。

39 衆議院恩給法中改正法律案委員会における堀切善次
郎法制局長官の説明（『恩給制度史』，162-163 頁）。

が，受給人数自体は 1935 年から増加しており，
1936 年に再び 18 万人になった。階級別の構成
比は 1920 年代後半から 1930 年代初期とほぼ同
じである。恩給金額については，1932 年から
1937 年の一般会計に占める割合は 1924 年から
1930 年よりも 1％ポイント低下して 3％で推
移しており，1933 年の恩給法改正が陸軍恩給
の増加に一定の歯止めをかけたことがわかる。
階級別の構成比は，兵が少し低下し，奏任官が
少し上昇するものの，やはり 1920 年代後半か
ら 1930 年代初期と同じ傾向を示す。
表 2から，1932 年から 1937 年の各種終身

恩給の受給人数についてみよう。普通恩給に
占める増加恩給の割合は 1920 年代と変化ない
が，1933 年の改正によって新設された傷病年
金の構成比は 1934 年以後急上昇して 1937 年
に 6％となり，同年の普通恩給と扶助料の構成
比は 1932 年よりもそれぞれ 3％ポイントない
し 2％ポイント低下する。普通恩給と扶助料の
受給者は 1932 年から 1937 年にかけてそれぞ
れ 3606 人と 1735 人，増加恩給受給者は 306 人
減少し，1937 年の傷病年金受給者は 10326 人
であった 40。1933 年の改正では普通恩給の受給
権獲得の最低服役年限が延長されたが，これは
普通恩給受給者の増加を抑制したのである。各
種恩給の階級別の構成比をみると，普通恩給と
扶助料について，1920 年代から引き続き奏任
官の構成比の上昇と兵の構成比の低下が確認で
き，特に普通恩給では 1937 年に奏任官と兵の
構成比が逆転する。他方，下士官以下の軍人の
ために新設された傷病年金受給者の 90 ％が兵
であった。なお，普通恩給受給者における奏任
官の構成比の上昇は 1910 年から確認できるが，
現段階ではその理由は不明である。この解明は
今後の課題としたい。
1932 年から 1937 年の各種終身恩給の平均給

付額を表 3からみると，各階級の各種終身恩給
40 各種恩給の受給者数は陸軍省編『陸軍省統計年報』
1932 年版，1937 年版から算出。
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の平均給付額は恩給法施行後のものとほとんど
変わらない。兵の傷病年金の年額は 1936 年で
155 円であり，同年の男子職工年収の 26 .5 ％
であった。
1932 年から 1937 年の各種有期恩給の受給人

数を表 5からみておくと，有期恩給の受給者数
は増加傾向であり，年によって違いがあるが，
1934 年以降傷病賜金が 40 ％から 60 ％，一時
恩給が 30 ％から 50 ％強である。ただし，一時
恩給の構成比は 1933 年を境に大きく低下して
いる。これは 1933 年の改正で一時恩給を受け
るための最低服役期間が延長されたことが影
響している。各種有期恩給の階級別の構成比
は 1920 年代後半とほぼ同じである。次に，同
じ期間の各種有期恩給の平均給付額を表 6から
みておくと，兵の傷病賜金の給付額は 1932 年
の 845 円から 1934 年に 952 円に増加したのち，
1937 年の 574 円まで減少する。判任官につい
ても，1937 年の給付額は 1934 年のそれよりも
低くなっている。ただし注意しなければならな
いのは，先にみたように，1933 年 10 月の改正
の実施によって，それ以前の傷病賜金の傷病程
度でより重症の者は傷病年金を受けるようにな
り，相対的に軽症の者が傷病賜金を受けるよう
になったことである。これは 1934 年以後の傷
病賜金の平均給付額を低下させた理由と考えら
れるが，それでも 1936 年における兵の傷病賜
金の平均給付額は同年の男子職工年収の 1 .18
倍，1937 年で 0 .94 倍であった。1932 年からの
景気回復によって，一時恩給の受給者はもちろ
んのこと，傷病の程度が軽い傷病賜金の受給者
もなんらかの就業が可能だったと思われるの
で，表 6で示した平均給付額は決して少なくな
かったと考えられる。
表 4で 1932 年から 1937 年における各種終身
恩給の平均給付額の増加率をみると，各種終身
恩給の平均増加率は各階級ともに消費者物価指
数の平均増加率である 1％よりも低かったが，
大きな差はない。この期間は，金銭的にみて，

軍人とその遺族の生活水準は大きく変化しな
かったと評価できる。

おわりに

本稿の結論を次のとおりである。戦前日本の
軍人恩給制度は 1875 年に傷痍した陸軍軍人な
いしその遺族への扶助から始まった。1876 年
の陸軍恩給令から定年恩給である普通恩給が開
始され，重度の傷病程度の軍人に対して終身で
支給される増加恩給，各種の有期恩給，遺族に
支払われる扶助料といったその後の軍人恩給法
と恩給法につながる制度の原型ができあがっ
た。しかし，明治 30 年代と 40 年代に数回にわ
たって恩給額の増加を目的とした軍人恩給法の
改正が行われたが，軍人とその遺族に対する実
質恩給額は減少し，急激な物価上昇を伴った第
一次世界大戦期において，恩給に依存して生活
していた退役軍人やその遺族の困窮はさらに深
刻なものとなった。
以上のことが社会問題化するなかで，政府
は 1917 年から 1922 年にかけて再度軍人恩給法
を改正し，1923 年に現代まで続く恩給法を制
定した。これにより，恩給を受給する陸軍軍人
とその遺族の人数はあまり増加しなかったもの
の，彼ら・彼女らが受け取る実質恩給額は特に
1920年前後から32年にかけて大幅に増加した。
また，その増加幅は下士官や兵およびその遺族
ほど大きい傾向が確認できた。このことから，
少なくとも金銭面からみて，1920 年代および
昭和恐慌期に恩給を受給していた軍人やその遺
族の生活はそれ以前の時期のものと比べて質的
に改善されたといえる。
ただし，恩給額の急激な増加はそのまま財政
への圧迫につながり，世間での「恩給亡国論」
の発生につながった。また陸軍においても，軍
人が受け取る各種恩給の最低額は退職時の階級
で決まったために，退職直前の軍人を昇進さ
せてその受給額を上乗せする慣行が存在した。



大　阪　大　学　経　済　学 Vol.64 No.2－ 104 －

1933 年の恩給法改正の目的は，普通恩給の受
給権獲得に必要な服役最低年限を延ばして上記
の慣行の実施を制限することで，世間の恩給に
対する批判をかわし，恩給の財政への負担を軽
減することであった。1932 年から 1937 年の陸
軍の恩給受給者数や恩給総額，各種の終身恩給

および有期恩給の動向から判断して，1933 年
の改正は当初の目的をある程度達成したといえ
る。また，この期間に恩給を受給していた軍人
とその遺族は，金銭面からみて，1920 年代か
ら 1930 年代初頭と同程度の生活水準を維持で
きたと評価できる。

This article focuses on the military pension from 1875 to 1937 in Japan, and makes clear how this 
system supported daily life of veterans and their bereaved families.

The military pension started in 1875 as financial assistances for army soldiers who became a 
severely disabled after suffering serious injuries during wars and bereaved families of fallen soldiers. 
Permanent or temporary pensions for retired or profoundly disabled soldiers and financial assistances 
for bereaved families got start from 1876, when the prototype of Japanese military pension system 
was created in. But the real price of pension was decreasing due to inflation during the latter half of 
Meiji era and World War I.

The Japanese government revised the Military Pension Act several times from 1917 to 1922, and 
enacted the Pension Act in 1923 as the fundamental law of pension for civil service including military 
in order to avoid making life quality of retired soldiers and their bereaved families worse. These 
actions taken by the government raised the real price of pension substantially from around 1920 to 
1932. In particular, the quality of life of lower rank soldiers and their bereaved families improved 
dramatically.

But rapid increase of pension pressed fiscal policy, and there was a practice of promotion just before 
retirement to upgrade an amount of money received in the army. The aim of the amendment of the 
Pension Act in 1933 was to control pension in fiscal scale by extending a duration of employment to 
need to get pension right and restricting the practice, and the Japanese government had some success 
to accomplish their goals. Soldiers and their bereaved families who received some kind of pensions 
kept same level of living standard during 1920s to early 1930s.
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